
事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ８ 月 28 日 

 

 

九州トラック協会会長 殿 

 

 

                     九州運輸局自動車交通部長    

 

 

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について（再周知） 

 

標記について、令和２年２月 28 日付け、国自貨第 136 号にて異常気象時における

輸送の目安を定めているところですが、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をした 

にもかかわらず、荷主より輸送を強要されるという事例が発生しております。 

 そのような場合においては、別添通達に基づき、適切に対応いただくよう、改め

て貴傘下会員あて周知願います。 

 なお、別添通達で定める「意見募集窓口」につきましては、現在は、トラックＧ

メンの「目安箱」に変更となっておりますので、申し添えます。 

 

 

＜トラックＧメン通報窓口＞ 

・国土交通本省：目安箱 

   https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000116.html 

  

・九州運輸局：荷主情報投稿窓口 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/yusou-jittai/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










